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竹
島
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
広
報
冊
子
に
対
す
る
政
府
の
取
り
扱
い
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
務
省
Ｈ
Ｐ
に
、
同
省
が
発
行
し
て
い
る
竹
島
問
題
に
つ
い
て
の
広
報
冊
子
「
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
十
の
ポ
イ
ン

ト
」
が
、
日
本
語
、
韓
国
語
、
英
語
の
三
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
掲
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
度
右
三
言
語
に
加
え
、
ア
ラ
ビ
ア

語
、
中
国
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
七
言
語
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
追
加

（
以
下
、
「
追
加
」
と
い
う
。
）
さ
れ
た
と
承
知
す
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

外
務
省
が
「
追
加
」
を
決
定
し
た
目
的
は
何
か
。

二

「
追
加
」
が
な
さ
れ
た
の
は
い
つ
か
。

三

「
追
加
」
に
際
し
、
右
で
あ
げ
た
七
言
語
が
選
ば
れ
た
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

四

「
追
加
」
の
決
定
に
係
る
決
裁
書
は
、
外
務
省
に
お
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。

五

外
務
省
と
し
て
、
「
追
加
」
を
行
う
際
、
国
内
外
の
各
報
道
社
、
政
府
機
関
等
に
対
し
て
周
知
を
し
て
い
る
か
。

六

「
追
加
」
に
関
し
、
韓
国
側
か
ら
何
ら
か
の
抗
議
は
な
さ
れ
た
か
。

七

「
追
加
」
は
竹
島
問
題
の
解
決
に
ど
う
寄
与
す
る
と
外
務
省
は
考
え
て
い
る
か
。

八

本
年
十
二
月
十
三
日
に
福
岡
県
太
宰
府
市
で
日
中
韓
首
脳
会
談
が
行
わ
れ
る
と
承
知
す
る
が
、
右
会
談
に
お
い
て
麻
生
太

一



郎
内
閣
総
理
大
臣
は
、
韓
国
の
李
明
博
大
統
領
に
対
し
て
竹
島
問
題
を
提
起
し
、
中
国
の
胡
錦
涛
国
家
主
席
に
対
し
て
は
、

同
月
八
日
の
中
国
の
海
洋
調
査
船
に
よ
る
尖
閣
諸
島
の
魚
釣
島
付
近
の
我
が
国
領
海
へ
の
侵
入
に
つ
い
て
抗
議
を
す
る
考
え

は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


